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出生時育児休業、育児休業給付金
については、「雇用保険事務担当
者研修会」をご覧ください。
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（３） 出生後休業支援給付金

ア 出生後休業支援給付金（支給要件）

雇用保険被保険者が、次の①および②の要件を満たした場合に、「出生後休
業支援給付金」を支給します。

①雇用保険被保険者が、対象期間（後述）に、同一の子について、出生時育児
休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休
業を通算して14 日以上取得したこと。

②雇用保険被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い
日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して８週間を経過
する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、また
は、子の出生日の翌日において産後休業中など「配偶者の育児休業を要件としな
い場合（被保険者の配偶者の出生後休業の例外要件）」（後述）に該当している
こと。

令和７年
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イ 出生後休業支援給付金（対象期間）

•被保険者が産後休業をしていない場合（被保険者が父親または子が養子の場合）は、「子の出
生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算
して８週間を経過する日の翌日」までの期間。

•被保険者が産後休業をした場合（被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合）は、「子の出
生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算
して16 週間を経過する日の翌日」までの期間。

子の出生日と出産予定日が同一の場合の出生後休業支援給付金の対象期間の例

※被保険者が母親かつ子が養子でない場合、産後8週間を経過するまでは産後休業とみなされるため、実際には子の出生
日の翌日から起算して8週間を経過する日の翌日からが対象です。

５/27
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①受給資格確認票・出生時／出生
後支給申請書申請書

住民票等

被保険者の配偶者
について確認でき
る書類
※住民票は、世帯全
員について続柄の記
載が必要。

出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金、育児休業給付金の支給申請時に次の添付

書類を併せて申請を行います。出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給後に、出生

後休業支援給付金の支給申請を行うことも可能です（同時提出ではない場合、支給決定後に提

出してください。）。

②受給資格確認票・（初回）／
出生後支給申請書

被保険者の配偶者
の種類に応じ必要
な添付書類（後
述）

ウ 出生後休業支援給付金の提出書類（出生時育児休業給付等と同時申請）

②「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金／
出生後休業支援給付金支給申請書」

①「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金／
出生後休業支援給付金支給申請書」

※被保険者の配偶者の出生後休業の例外要件に該当する場合、住民票等の添付を要しない場合があります。
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出生後休業支援給付金支
給申請書

住民票等

被保険者の配偶者
について確認でき
る書類
※住民票は、世帯全
員について続柄の記
載が必要。

※出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給後に、出生後休業支援給付金の支給申請

を行うことも可能ですが、同時提出ではない場合、支給決定後に提出してください。

被保険者の配偶者
の種類に応じ必要
な添付書類（後
述）

エ 出生後休業支援給付金の提出書類（出生時育児休業給付等の支給決定後の申請）

※被保険者の配偶者の出生後休業の例外要件に該当する場合、住民票等の添付を要しない場合があります。
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オ 出生後休業支援給付金給付額

対象期間（子の出生後8週間以内（産後休業をした場合は子の出生後16週間以内））に
おける出生後休業をした日数(最大28日間)について、休業開始時賃金日額の13%に相当する
額を支給します。

支給額＝休業開始時賃金日額×休業期間の日数（最大28日）×13％
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POINT

注意

育児休業中は、申し出により、健康保険料、厚生年金保険料が免除され、勤務先から給
与が支給されない場合は、雇用保険料の負担はありません。

また育児休業等給付は非課税です。このため、育児休業給付金と出生後休業支援給付金
を合わせた給付率80%は、手取り10割相当となります。

そして、支給対象期間内に事業主から賃金が支払われた場合であっても、出生後休業支
援給付金の減額調整は行われません。

就労状況、賃金支払状況により、出生時育児休業給付金、または育児休業給付金が不支
給となった場合は、出生後休業支援給付金の支給は行いません。

減額調整の対象となるのは、
出生時育児休業給付金又は育児休業給付金です！
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キ 申請書の種類

・育児休業給付金受給資格確認票・出生時育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給
申請書

・育児休業給付金受給資格確認票・（初回）育児休業給付金／出生後休業支援給付金支
給申請書

・出生後休業支援給付金支給申請書

※出生後休業支援給付金支給申請書は、出生後休業支援給付金の申請のみを行う場合
に用い、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給後に支給申請を行う場合
に用いる（育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給申請時にはまだ出生後
休業支援給付金の支給要件を満たしていない場合等）。

カ 申請方法

事業主経由を原則とし、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の申請と兼ねる
ことを原則とします。この場合の申請期間は、育児休業給付金及び出生時育児休業
給付金と同様です。



9

添付書類支給申請書の記載被保険者の配偶者の種類
被保険者の配偶者に係る支
給履歴により確認するため
に不要。

申請者が配偶者の被保険者
番号欄に被保険者番号を記
入

被保険者の配偶者が雇用保険被保険者、かつ、育
児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給
となる育児休業を「出生日または出産予定日のう
ち早い日」から「出生日または出産予定日のうち
遅い日から起算して８週間を経過する日の翌日」
までの期間に14日以上取得した場合

１

任命権者からの通知書の写
し、共済組合からの給付金
支給決定通知書の写し等、
配偶者の育児休業の取得期
間を確認できる書類

申請者が配偶者の育児休業
開始年月日欄に日付を記入

被保険者の配偶者が公務員（雇用保険被保険者で
ある場合を除く。）かつ、各種法律に基づく育児
休業を、「出生日または出産予定日のうち早い
日」から「出生日または出産予定日のうち遅い日
から起算して８週間を経過する日の翌日」までの
期間に14日以上取得した場合

２

配偶者の状態を確認できる
書類

申請者が配偶者の状態欄に
該当するコードを記入

被保険者の配偶者が、子の出生日の翌日において、
産後休業中であるなど、被保険者の配偶者の出生
後休業例外要件に該当する場合

３

ク 申請書の記載方法

被保険者の配偶者の種類に応じ、申請書の記載方法、及び添付書類（被保険者の配偶者
について確認できる書類以外の必要書類）が異なります。

※支給申請は、配偶者の
出生時育児休業給付金または
育児休業給付金の支給後に提
出。

※このスライドでは、前述の「被保険者の配偶者の種類に応じ必要な添付書類」について説明
しています。
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１ 配偶者の被保険者番号欄
被保険者の配偶者が雇用保険
被保険者であって、出生後休
業した場合に申請者が記入す
る。

２ 配偶者の育児休業開始年
月日欄
被保険者の配偶者が公務員
（雇用保険被保険者である場
合を除く。）であって、出生
後休業をした場合に申請者が
記入をする。

３ 配偶者の状態欄
被保険者の配偶者が、被保険
者の配偶者の出生後休業例外
要件に該当する場合に申請者
が記入する。

POINT ６ 育児休業給付関係
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被保険者の配偶者の出生後休業の例外要件に該当する場合と確認書類POINT

被保険者の配偶者の子の出生日の翌日に出生後休業の例外要件を満たしている場合で、被保険者
が父親、かつ、当該子が養子ではないとき、支給申請書の配偶者の状態欄に関わらず、母子健康手帳
または医師の診断書を添付書類とすることが可能です。

出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を
要件としない場合の添付書類について

配偶者の出生後休業の例外要件と確認書類について
の詳細は、

厚生労働省のHP
URL
「https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun
ya/0000135090_00001.html」

もしくは

「厚生労働省育児休業等給付について」

と検索し、
厚生労働省HPのリーフレットによりご確認ください。
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※配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書

こちらの申告書も、先ほどの厚生労
働省HPからダウンロード可能です。

被保険者の配偶者の出生後休業の例
外要件に該当する場合で、表の①～⑨
に該当するために配偶者が出生後休業
を取得できないときに提出する申告書
です。
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ケ 出生後休業支援給付金の経過措置

・施行日前から引き続き育児休業をしている。被保険者については、施行日から出
生後休業が開始されるものとして取り扱います。

・被保険者の出生後休業要件は施行日以後の期間において、出生後休業の日数が
14日以上あればよいこととなります。

・被保険者の配偶者の出生後休業要件については、施行日前の期間においてなされ
た育児休業であっても、子の出生後8週間の期間内に、14日以上の育児休業の取得
されていればよいこととなります。

・被保険者の配偶者の出生後休業例外要件については、施行日を考慮せず、子の出生
日の翌日時点の状態で判断します。

育児休業 出生後休業
（14日以上）

配偶者（父親）

被保険者（母親）

子の出生日

育児休業
（14日以上）

産後休業

子の出生日から起算し
て８週間経過する日の
翌日

子の出生日から起算し
て16週間経過する日の
翌日

施行日
（R7.4.1)


